
まちづくりの計画（体系図）

上位計画 【武蔵村山市】 【東京都】

第五次長期総合計画

第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
（都市計画区域マスタープラン） など

第二次まちづくり基本方針
（都市計画マスタープラン）

立地適正化計画
地域公共交通計画
（R7年度策定予定）

多摩都市モノレール沿線まちづくり方針

コンパクト・プラス・ネットワーク

モノレール沿線まちづくり構想
（東大和・武蔵村山市・瑞穂町）
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まちづくりの計画（要約）

第五次長期総合計画
第二次まちづくり基本方針
（都市計画マスタープラン）

立地適正化計画
多摩都市モノレール沿
線まちづくり方針

策定背景

地域や行政が抱える課
題等情勢を踏まえ、行
政運営の目標と基本的
な方針、主要施策等を

定める

都市計画法第18条の
2の規定に基づく「市
町村の都市計画に関す
る基本的な方針」

「コンパクト・プラ
ス・ネットワーク」を
推進するため都市再生
特別措置法の改正で創

設された計画

モノレール延伸は市が
大きく発展する絶好の
機会であることから、
積極的かつ計画的なま
ちづくりを進めるため

策定
（期間）

令和3年3月
（令和3年度～令和12年度）

令和5年3月
（令和5年度～令和24年度）

令和7年3月
（令和7年度～令和24年度）

令和7年3月

目的

「基本構想」「基本計
画」「実施計画」の３つ
の構成により、将来都市
像の実現に向けて計画的
なまちづくりを推進する

「車中心のライフスタイ
ル」から脱却し、「駅を
中心とした 歩いて暮ら
せるまちづくり」へと転
換を図り、人と環境にや
さしい持続可能なまちづ

くりを目指す

第二次まちづくり基本方
針で掲げた将来像の実現
に向けて将来にわたり戦
略的に持続可能なまちづ

くりの推進する

沿線の将来像やまちづく
りの方針等を明確にし、
担い手間での共有と計画
的にまちづくりを進める

こと
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武蔵村山市のまちづくり

イオン
モール

村山工場跡地地区
地区計画

立川市

多摩開墾

立3・4・17

立3・4・39

玉川上水駅

桜街道駅

上北台駅

都市核
土地区画整理事業

市役所
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